
武南病院附属介護医療院【重要事項説明書】 

令和 7年 4月 1日 

 

１．事業者の概要 

施設名 社会医療法人社団大成会 武南病院附属介護医療院 

所在地 埼玉県川口市東本郷２０２６ 

管理者氏名 山中 明彦 

電話番号 ０４８－２８４－２８１１ 

事業者指定番号 １１Ｂ０２０００３３ 

施設基準 

Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)多床室 

看護 6：1  看護補助 6：1  療養環境減算(Ⅱ) 

夜間勤務等看護加算(Ⅳ)  療養食加算  安全対策体制加算 

重症皮膚潰瘍管理指導  褥瘡対策指導管理(Ⅰ)(Ⅱ) 

理学療法(Ⅰ)  作業療法  言語聴覚療法 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)) 

栄養マネジメント強化加算  生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 

サービス提供強化加算(Ⅲ)  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ 

 

 

２．施設の目的と運営方針 

施設の目的 

「日常的な医学管理等の医療機能」と「生活施設としての機能」を、長期

にわたり療養が必要な要介護者に対して、適正な運営を確保するため

に人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者に対し適正なサー

ビスを提供することを目的とする。 

運営方針 

規律を遵守し、地域の介護医療に貢献していくとともに利用者の快適

な介護サービスに努める。 

長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づい

て、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他、必要な医療を行う。 

居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

事  項 有 無 備  考 

従業員への研修の実施 ○ 年１回以上行う 

サービスマニュアルの作成 ○ 必要に応じて見直します 

身体拘束 × 原則として行わない 

その他  状況に応じて利用者に説明します 



３．設備の概要 

定員 ３６名 

室数（３人部屋） １２室 

食堂兼談話室 ２室（７階及び１階） 

機能訓練室 １室 

浴室 一般浴室、特殊浴室 

 

４．職員体制 

管理者（病院長） １名 理学療法士 １名以上 

医師（病院長含む） １名以上 作業療法士 １名以上 

薬剤師 １名以上 言語聴覚士 １名以上 

看護職員 ６名以上 診療放射線技師 １名以上 

介護職員 ６名以上 介護支援専門員 １名以上 

管理栄養士 １名以上 事務職員 １名以上 

 

５．施設サービスの概要と利用料 

施設サービスの計画立案は、介護支援専門員が利用者・ご家族の要望や課題等を踏まえて、施設サービス計

画を作成します。 

（１）介護保険給付対象サービス 

＜サービス内容＞ 

種 類 内 容 

食事 

食事時間 朝８：００ ／ 昼１２：００ ／ 夕１８：００ 

栄養状態、身体の状況・病状、嗜好を定期的に把握し計画的な適時適温の

食事提供を行います。 

健康管理 医師の管理下による健康管理に努めます。 

医療・看護 利用者の病状にあわせた医療・看護を提供します。 

機能訓練 
医師の指示に基づき、理学療法士及び作業療法士、言語聴覚士が行いま

す。 

栄養管理及び栄養ケア 
管理栄養士が給食の献立を作成し、利用者の心身の状態の維持、改善の基

礎となる栄養管理サービスを提供します。 

口腔衛生管理及び口腔ケア 
口腔疾患予防、口腔機能維持のため、口腔清掃の指導・ケアを行います。 

入浴 週２回の入浴を行います。ただし、状態に応じ清拭となる場合があります。 

排泄 
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につい

ても適切な援助を行います。 

離床・着替え・整容等 
生活機能低下防止のため、出来る限り離床に配慮します。清潔で快適な生

活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

相談及び援助 利用者とそのご家族からのご相談に応じます。 

レクリエーション 当施設では年間１回以上、地域との交流会等を実施しています。 



＜サービス利用料＞ 

介護保険給付対象サービスを利用する場合は、1日あたり下記の自己負担額をお支払いいただきます。 

Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室) 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス単位 ７８６単位 ８８３単位 １,０９２位 １,１８１単位 １,２６１単位 

自己負担額（1割） ８２２円 ９２３円 １，１４２円 １，２３５円 １，３１８円 

自己負担額（２割） １，６４３円 １，８４６円 ２，２８３円 ２，４６９円 ２，６３６円 

自己負担額（３割） ２，４６４円 ２，７６９円 ３，４２４円 ３，７０３円 ３，９５４円 

※５級地は１単位１０．４５円となります。 

※日常的な医療とは別に必要となった特別な医療については、医療保険の給付対象となりますので、医療保険に

おける自己負担額をお支払いいただきます。 

 

 

（２）減算・加算について 

下記項目に該当した場合のみ加算致します。＜１単位１０．４５円となります＞ 

項 目 加算・減算の概要 単位/算定期間 

療養環境減算（Ⅱ） 
療養室に係る床面積÷入所定員の数が８未満の場合

に減算 
-25単位/日 

初期加算 
入所した日から起算して３０日以内の期間について

加算 
30単位/日 

夜間勤務等看護加算（Ⅳ） 
夜勤の看護職員又は介護職員の配置が２０：１以上

かつ２人以上の場合に加算 
7単位/日 

退所時情報提供加算（Ⅰ） 居宅へ退所となった場合 
500単位/回 

（退所時） 

退所時情報提供加算（Ⅱ） 病院へ退所となった場合 
250単位/回 

（退所時） 

退所時指導加算 居宅においての療養上の指導を行った場合 
400単位/回 

（退所時） 

退所前連携加算 

居宅介護支援事業者に対して、診療状況を文書で情

報提供し、居宅サービスの調整を連携して行なった

場合 

500単位/回 

（退所時） 

訪問看護指示加算 
在宅で訪問看護を受ける場合に、訪問看護指示書を

交付した場合 
300単位/回 

療養食加算 
糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、

高脂血症食、痛風食を提供した場合 

6単位/回 

（１日３回を限度） 

安全対策体制加算 

事故発生時の対応や事故発生防止のための委員会

や研修の実施、外部研修を受けた担当者が配置さ

れ、安全対策体制が整備されている場合 

20単位/回 

（入所時） 



緊急時治療管理 

病状が重篤となり救急救命医療が必要となった場

合、緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処

置等を行った場合 

518単位/日 

（連続する３日間） 

特定治療 
老人保健法の規定による、リハビリテーション・処

置・ 手術・麻酔または放射線治療を行なった場合 

医科診療報酬点数

に１０円を乗じた額 

外泊時費用 
居宅における外泊をした場合、初日・最終日以外は

施設サービス費に代えて加算 
362単位/日 

他科受診時費用 
専門的な診察が必要となり他の医療機関を受診した

場合に、施設サービス費に代えて加算 
362単位/日 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 
厚生労働省への情報提供と、必要な情報を活用して

いる場合 
40単位/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 見守り機器等を導入している場合 10単位/月 

サービス提供強化体制加算

（Ⅲ） 
看護・介護職員の常勤の割合が７５％以上 6単位/日 

栄養マネジメント強化加算 
栄養状態をアセスメントし、その状態に応じて多職種

共同により栄養ケアマネジメントを行う 
11単位/日 

高齢者施設等感染対策向上加

算（Ⅰ） 

褥瘡の発生と関連リスクについて施設入所時に評価

するとともに３ヶ月に１回評価し、その結果を厚労省

に提出した場合 

10単位/月 

高齢者施設等感染対策向上加

算（Ⅱ） 

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関か

ら３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場合

の感染制御等に係る実地指導を受けていること 

5単位/月 

協力医療機関連携加算 

協力医療機関との実効性のある連携体制を構築す

るため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を

定期的に開催する場合 

100単位/月 

高齢者虐待防止措置実施減算 

利用者の人権の擁護、虐待の防止などをより推進す

る観点から、虐待の発生又はその再発を防止するた

めの措置が講じられてない場合に減算 

減算なし 

業務継続計画策定減算 

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供で

きる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の

場合に減算 

減算なし 

新興感染症等施設療養費 特定の感染症を施設内で治療した場合 
240単位/日 

（連続５日間まで） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 
介護職員の処遇改善を目的に、基準に適合している

施設が、入所者に対しサービスを行った場合 

サービス費＋ 

各加算の×２９分の 

１０００相当額/月 

 

 

 

 

 



（３）特別診療費 

下記項目に該当した場合のみ加算致します。＜1単位 10円となります＞ 

項 目 加算・減算の概要 単位/算定期間 

感染対策指導管理 
感染対策委員会を設置し、施設全体で感染対策を実

施 
6単位/日 

褥瘡対策指導管理（Ⅰ） 

褥瘡の発生とリスクについて施設入所時等に評価す

るとともに少なくとも３月に１回評価を行い褥瘡管

理に関する褥瘡ケア計画を作成 

6単位/日 

褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 上記（Ⅰ）に加え、褥瘡の発生がない場合 10単位/月 

重症皮膚潰瘍管理指導 

重症な皮膚潰瘍（Ｓｈｅａの分類Ⅲ以上）を有している

場合に計画的な医学管理を継続して行い、かつ療養

上必要な指導を実施 

18単位/日 

医学情報提供（Ⅰ） 病院へ転院になった場合 
220単位/回 

（退所時） 

医学情報提供（Ⅱ） 診療所に転院になった場合 
290単位/回 

（退所時） 

理学療法（Ⅰ） 理学療法を個別に行った場合 123単位/回 

作業療法 作業療法を個別に行った場合 123単位/回 

言語聴覚療法 言語聴覚療法を個別に行った場合 203単位/回 

摂食機能療法 
摂食機能障害を有し３０分以上訓練指導を行った場

合 
208単位/日 

短期集中リハビリテーション 
入所日から３ヵ月以内の期間で、２０分以上の個別リ

ハビリを１週間に概ね３回以上実施した場合 
240単位/日 

 

６．介護保険給付対象外のサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

種 類 内 容 利用料金 

居住費（多床室）1日あたり 世帯の所得に応じて減免あり 

基準費用額          ４３７円 

利用者負担第３段階②   ４３０円 

利用者負担第３段階①   ４３０円 

利用者負担第２段階     ４３０円 

利用者負担第１段階       ０円 

食費 1日あたり 世帯の所得に応じて減免あり 

基準費用額        １，４４５円 

利用者負担第３段階② １，３６０円 

利用者負担第３段階①   ６５０円 

利用者負担第２段階     ３９０円 

利用者負担第１段階     ３００円 

娯楽費用 
折り紙、画用紙、レクリエーション材

料等 
300円/月 

予防接種 
インフルエンザワクチン 

肺炎球菌ワクチン等 

予防接種法に基づき 

地方自治体等が定めた額 



各種文書料 生命保険診断書、死亡診断書等 ５５０円～１１,０００円／１通 

健康診断 
年に１度、血液検査、尿検査、胸部レ

ントゲン検査、心電図検査等を実施 
9,900円／回 

病衣等リース用品 
㈲アイムに委託 

（別紙契約書あり） 
３５２円～８８０円／日 

理美容代 
理容師の出張によるサービス 

（別紙同意書あり） 
５００円 ～ ５，０００円／回 

洗濯代 
品物によらず、患者さんの私物を洗

濯した場合 
300円／回 

おやつ代  １08円／日 

エンゼルセット  １１，０００円／回 

ねまき（浴衣）  ２，５５０円／着 

 

７．入退所の手続き 

（１）入院の手続き 

介護保険適用病棟に入院する場合、事前に病棟師長等から重要事項について説明を致します。その後、介護契

約書・同意書など記入・記載していただく書類があります（詳しくは重要事項説明の際にお聞きください）。 

 

（２）退院の手続き   契約書第８条によるものとする。 

 

８．ご利用料金のお支払い方法 

（契約書第７条によるものとする） 

利用料金は月１回、月末締めで計算され、請求書は毎月１０日（土日祝の場合はその後の平日）に発行いたします。

請求書の受け取りから１週間以内に１階会計窓口にてお支払いください。 

※銀行振込も可能です。ご希望の方は１階事務室までお申し出ください。 

 

９．支払遅延に対する措置 

連絡なく利用料の滞納が続きますと、退所をお願いすることがあります。 

 

 

１０．協力医療機関 

医療機関の名称 社会医療法人社団大成会 武南病院 

所在地 埼玉県川口市東本郷２０２６  （当施設と同一建物内） 

診療科 内科、外科、消化器科、整形外科、皮膚科、脳神経外科、リハビリテーション科 

 

 

１１．協力歯科医療機関 

医療機関の名称 岩下歯科医院 

所在地 埼玉県川口市榛松２９０－２ 

 



１２．施設利用にあっての留意事項 

下記事項にご留意ください。特別な事情がある場合には、病棟看護師までお申し出ください。 

面会時間 
面会時間 １４：００～１７：００ 

感染対策のため制限を設けることがあります。 

食事 
治療上、医師の許可がない限り、食べ物の持ち込みを禁止いたします。

また、利用者さん同士の食事の交換は禁止いたします。 

消灯時間 
消灯は午後９時です。テレビも同時に消してください。ラジオはイヤホン

をご使用ください。 

外出、外泊 
事前に申請し、医師の許可を得てください。許可がでたら許可願を記入

し、看護師にお渡しください。 

居室・設備・器具の利用 

施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくこと

があります。 

敷地内での飲酒・喫煙 敷地内全て禁止となります。 

迷惑行為等 騒音等他者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

持ち込み制限 
ナイフ、カッター等の刃物類、ライター等の火気類の持ち込みは禁止い

たします。 

金銭、貴重品、所持品の管理 

金銭、貴重品の持ち込みは盗難予防のため持ち込まないでください。 

所持品は最小限とし、私物に関しては、見える場所にお名前の記載をお

願いいたします。 

上記に関し、万一紛失があっても当院では一切責任を負いかねますの

でご注意ください。 

宗教・政治活動 宗教・政治活動や勧誘等は固くお断りいたします。 

 

 

１３．事故発生時の対応 

○当施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者のご家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 

○事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行い、事故の原因を解明し、再発生を防ぐために対策

を講じます。 

 

 

１４．非常災害時の対応 

当施設では非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を実施しております。 

災害時の対応 消防計画に則り対応を行います。 

平常時の訓練 消防計画に則り年間２回避難訓練を実施します。 

防災設備 
スプリンクラー、自動火災報知器、屋内消火栓、防火扉、防炎加工されたカーテン等消

防法に定められたもの 

 

 



１５．個人情報の取扱い 

○従業者は業務上知り得た入所患者または家族の秘密を保持する。 

○従業者であった者に、業務上知り得た入所者またはご家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後にお

いてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者と雇用契約の内容とする。 

○入所中または退所後、利用者さんの入所中の診療情報、介護情報などについて他の病院、診療所、訪問看護ス

テーション、介護サービス事業者等から依頼があった場合には、病診連携の範囲内で必要な情報を使用いたし

ます。 

※個人情報の利用目的を別紙「当施設における患者さんの個人情報の使用目的」のとおり定め、適切に取り扱い

ます。 

 

１６．サービス内容に関する苦情相談等窓口 

＜当施設の窓口＞ 

事務次長 
高瀨 英紀 

電話番号 ０４８－２８４－２８１１ 

地域連携室 

医療ソーシャルワーカー（社会福祉士） 

鈴野 奈菜子 

電話番号 ０４８－２８４－２８１１ 

介護支援専門員 
小山 麻理子 

電話番号 ０４８－２８４－２８１１ 

＜その他＞公的機関においても、相談・苦情の申し立てが出来ます 

川口市役所 介護保険課 電話番号 ０４８－２５８－１１１０ 

埼玉県国民健康保険連合会 介護保険課 電話番号 ０４８－８２４－２５６８ 

 

１７．身体拘束等について 

当施設では原則として、利用者さんに対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある緊急やむを得

ない場合は、施設管理者または担当医師が判断し、身体拘束及びその他の行動を制限する行為を行うことがあり

ます。その場合には、その際の利用者さんの心身の状況、緊急やむを得なかった理由をご家族に説明を行います。

ただし、寝たきり等の方で、転落予防のためベッド柵等を使用することがあります。 

 

１８．高齢者虐待防止について 

当施設では職員へ定期的な研修等を行い、高齢者虐待防止に取り組んでいます。 

 

１９．当法人の概要 

名称・法人種別 社会医療法人社団 大成会 

代表者氏名 理事長  山中 明彦 

本部所在地 東京都豊島区池袋１－５－８ 

電話番号 ０３－３９８４－６１６１ 

施設・拠点等 
病院  ２ヶ所 

診療所 １ヶ所 

 


